
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「方針の概要」について 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「道路整備の沿革」について 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

千代田区 道路整備方針 

― 人々の活力と潤いのある暮らしを支えるために ― 

（概要版） 

 

千代田区の道路における歴史的経緯を踏

まえつつ、道路の現況を的確に把握した上

で、人や自転車も含めた、誰もが安全で安心

して快適に利用できるユニバーサルデザイ

ンの考え方に立ちつつ、環境、防災、景観の

視点や利活用等を含めた道路の将来像とそ

の整備のあり方を示す「千代田区道路整備方

針」を策定します。 

千代田区において、道路とともに「街並み」

の整備が始められたのは室町時代中期、太田

道灌が麹町台地に江戸城を築城した頃からと

言われており、その後安土桃山時代に徳川家

康が江戸城に入城して以降、江戸城を中心と

して本格的な道路整備が進められました。 

現在の区道は、昭和 28年（1953年）に

都道の一部が移管され「地先交通の用に供す

る道路」として誕生し、その後、主に 2回の

移管などを経ながら、現在に至るまで、社会

状況の変化に応じた課題対応を行ってきまし

た。 



「現状と課題」について 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

【道路種別・道路率】 

 千代田区内の道路の総延長は約 166km、そのうち区道は約 130km で全体の約 80％近くを

占めています。 

 千代田区の道路率は、区全体で 21.7％であり、神田地区においては 28.7％と道路の占める割

合が多い状況となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【幅員構成】 

 区道の幅員構成についてみると、平均は約

10ｍですが、歩道設置が可能な幅員 11ｍ

以上の道路は、区道全体の約 37％で、多

くは、歩道と車道が分かれていない歩車共

存の生活道路であると言えます。 

国道 

都道 

区道 

※道路台帳（平成 30年 3 月）より集計 

＜千代田区道路網の現状＞ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

【幅員 2.5ｍ以上の歩道設置状況】 

 歩道の設置状況についてみると、歩道設置

が可能な幅員11ｍ以上の区道約49kmの

うち、幅員 2.5ｍ以上の歩道が設置されて

いる区間は約 82％となっています。 

 歩道設置区分別にみると、両側に設置され

ている区間が約 80％、片側に設置されて

いる区間が約 2％となっており、幅員 11

ｍ以上の区道においても、20％近い区間

で歩道が 2.5ｍ未満、または未設置という

状況となっており、更なる歩道設置・歩道

拡幅に取り組む必要があります。 

【街路樹】 

 平成 29年 3月現在の区道における街路樹は 5,025本となっています。 

 街路樹を樹種別にみると、イチョウが最も多く 986本、次いでトウカエデが 860本、スズカ

ケノキ（プラタナス）が 471本となっており、生長の早いこの３種類で高木全体の約 46％を

占めており、道路空間等を考慮した維持管理が必要です。 

 震災や戦災の復興で植樹された樹木の多くは、老木・大木化し、強風時の倒木の危険、根上り

など道路への影響、落ち葉や病虫害の発生による生活環境への影響などの課題を抱えています。 

 街路樹の設置状況についてみると、幅員 11ｍ以上の区道約 47km のうち、街路樹が設置され

ている区間は 6割程度、残りの 4割には街路樹が設置されていない状況となっており、地域の

意向を踏まえながら出来る限り植樹を進めていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※道路台帳（平成 30年 3 月）より作成 

＜街路樹設置状況図＞ 

（道路幅員 11ｍ以上） 

※道路台帳（平成 30年 3 月）より集計 

※歩道幅員 2.5ｍは、ガードパイプ等の道路付属物のスペース

を除いた上で車イスがすれ違える有効幅員 2.0ｍが確保でき

る幅員です。 



「道路整備の基本方針」について 

 

【道路整備の理念（ビジョン）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

人々の活力と潤いのある暮らしを支える道路 

道路には、自動車を効率的かつ円滑に通行させるという車優先の考え方から、高齢者や障害者など

に配慮されたバリアフリーの観点、さらには誰もが安全・安心に利用できるユニバーサル・デザイン

に基づく整備が求められています。 

道路は、景観形成の重要な要素であるため、

歩道のカラー舗装や街路灯、ガードパイプ等に

ついても、色調やデザインなどに十分な配慮が

必要です。また、道路の緑は、道路空間に潤い

と安らぎを与え、まちの個性を引き出すもので

あり、とりわけ街路樹については樹種の選定が

重要です。 

区道は、地域の区民の皆さまに道路維持管理

の一部を担っていただいており、今後とも、地

域コミュニティの場として、その暮らしを支え

つつ活用して頂くことが大切です。さらに、道

路整備を計画する際には、地域の区民の皆さま

と区とのパートナーシップのもと、皆さまに愛

される道路としていく必要があります。 



【道路整備の個別方針 ― ６つの指針 ― 】 

 将来像１ 『誰にでも優しい安全で安心な道路』に関する個別指針 

指針１：誰もが安全で快適に歩ける人に優しい道路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

指針２：人・自転車・車が共生できる安全で快適な道路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

指針３：災害に強く緊急時にも機能を発揮する道路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

【整備にあたっての基本的視点】 

●広幅員の道路を中心に、道路の改修等に併せ、自転

車歩行者道や自転車レーンの整備を図ることで、自

転車走行空間の確保を検討します。 

●狭幅員道路については、ナビマークの設置やゾーン

30（指針１参照）など、自転車走行の安全確保を

推進します。 

●路面表示や交通安全施設を組み合わせて、人と自転

車と車が安全に通行できる道路環境整備を推進し

ます。 

【整備にあたっての基本的視点】 

●幅員 11ｍ以上の道路については、2.5ｍ以上の歩道

を確保します。 

●歩道の整備にあたっては、セミフラット化を基本とし

ます。 

●横断歩道のある交差点を中心に視覚障害者用誘導ブ

ロックを適切に配置します。 

●道路の沿道状況にあわせてガードパイプや車止めを

適切な位置に設置します。 

●幅員 11ｍ未満の道路については、ゾーン 30 など安

全な道路空間をつくります。 

【整備にあたっての基本的視点】 

●災害時の道路交通機能確保のため、幅員 11ｍ以上の道路に

ついては、電線類の地中化を推進します。 

●幅員 11ｍ未満の道路の電線類の地中化については、整備手

法の検証を行いつつ、主要路線と併せた面的整備も検討し

ます。 

●電線類の地中化の施行にあたっては、電線管理者の既設管

の活用など、有効な事業手法を検討します。 

●開発等の機会を捉え、事業者による電線類の地中化を推進

します。 

＜ゾーン 30 の設置イメージ＞ 

＜セミフラット形式の歩道＞ 

＜視覚障害者用 
 誘導ブロック＞ 

＜片側 2.5ｍ以上の歩道を確保（幅員 11ｍ以上）＞ 

＜自転車レーンの整備＞ 
（広幅員道路） 

＜ナビマーク・ナビラインの整備＞ 
（狭幅員道路） 

＜自転車歩行者道の整備＞ 
（広幅員道路） 

＜電線類の地中化 
のイメージ＞ 



 将来像２ 『景観や環境に配慮した潤いのある道路』に関する個別指針 

指針４：潤いのある美しい景観を創る道路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

指針５：環境に優しい持続可能性が高い道路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 将来像３ 『地域で支える地域のための道路』に関する個別指針 

指針６：地域に愛され活用される道路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

【整備にあたっての基本的視点】 

●幅員 11ｍ以上かつ歩道幅員 2.5ｍ以上の道路

については、街路樹の植樹を推進します。 

●道路形状や沿道の状況に応じて、植樹帯の設置

を検討します。 

●道路の改修等にあわせ、歩道のカラー舗装化を

推進します。 

●街路灯などの道路付属物のデザインや色調につ

いては、沿道環境などに配慮しながら取り組み

ます。 

【整備にあたっての基本的視点】 

●ヒートアイランド対策として、歩道の保水性舗装や

車道の遮熱性舗装を推進します。 

●舗装材等については、再生材など、環境への負荷が

できるだけ少ないものを選定します。 

●細街路における透水性舗装を推進します。 

●街路灯のＬＥＤ化を推進します。 

●街路樹の役割（景観、生活環境、緑陰等）を活かし、

歩行環境の快適化に努めます。 

【整備にあたっての基本的視点】 

●道路整備（電線類地中化、歩道拡幅など）の計画

段階から、沿道協議会を設置することを基本とし

つつ、さまざまな意見聴取の手法を検討の上、地

域の参画と協働による整備に取り組みます。 

●道路のアダプトシステムの導入を促進し、地域と

一体となった道路の良好な維持管理と利活用を推

進します。 

●エリアマネジメント組織等を活用し、地域のまち

づくりとあわせた道路の良好な維持管理と利活用

を推進します。 

＜街路灯のＬＥＤ化＞ 

＜遮熱性舗装（車道）＞ 

＜保水性舗装（歩道）＞ 

＜街路樹が設置可能な空間（幅員 11ｍ以上・歩道幅員 2.5ｍ以上）＞ 

＜道路付属物のデザイン 
や色調の統一＞ 

＜カラー舗装による修景＞ 

＜アダプトシステムの導入＞ 
（地域と一体となった道路の維持管理） 

＜沿道協議会のイメージ＞ 



【街路樹整備の個別指針】 

指針１：道路空間に即した適正な街路樹 

 

 

 
 

指針 2：街路樹の適正な維持管理と更新 

 

 

 

 

 

 
 

指針３：地域との協働による維持管理の推進 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

【整備にあたっての基本的視点】 

●道路空間の制約を十分考慮した樹木を選定することを基本とします。 

●樹種については樹種特性（樹高と枝張り等）と地域特性を十分に考慮したものを選択します。 

【整備にあたっての基本的視点】 

●安全・安心の観点から樹木医等の専門家による診断結果を踏まえ、更新を含め、適正な維持管理を推進

します。 

●電線類地中化や歩道設置・拡幅などの整備内容によって、やむなく既存の樹木が支障となる場合は、専

門家の診断結果を踏まえ、樹木の取り扱いについて地域と十分話し合いを行い、対応します。 

●樹木本来の持つ特性を十分に考慮し、自然樹形を活かす維持管理を推進します。 

【整備にあたっての基本的視点】 

●更新を含む樹種の選定にあたっては、地域と十分話し合いを行い地域の意向を踏まえたものとしていき

ます。 

●道路のアダプトシステムの導入とあわせ、地域と一体となった街路樹の良好な維持管理を推進します。 

歩道建築限界 

2.5ｍ 

地下埋設物 

枝張り 

車道建築限界 

4.5ｍ 

道路植栽に関わる空間的制約 

樹高 

※道路構造令（建築限界） 



「道路整備の進め方」について 

 

【区道における道路整備のあり方】 

 

 

 

【地域への意見徴収について】 

 

 

 

 

【まちづくりによる道路整備】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

６つの指針の実現に向けて、今後の区道の整備における路線の選定や手法について、区内全体にお

いて路線ごとの特性を把握し、最も必要性が高い路線から整備を行っていきます。 

関係者の方々の合意形成の場として、『沿道協議会』を設置することを基本としつつ、参画・協働

の趣旨を踏まえ、整備内容や地域事情を考慮しながら、さまざまな意見聴取の手法を検討の上、事業

を進めていきます。 

まちの機能更新などの開発事業に伴い、開発区域内の道路が規格化された道路に再整備されるとと

もに、集約された敷地内の空間内も利用して歩行者に対する通行機能の向上や利活用が図られること

が期待されます。 

また、開発区域内だけでなく、開発区域外の隣接道路の整備によって、電線類地中化等が図られる

など、面的で連続した道路機能の向上も期待されます。 


